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高知県漁協経営改善資金保証料補給要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

高知県漁協経営改善資金保証料補給要綱 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（保証機関） 

第３条 県は、全国漁業信用基金協会高知支所（以下「基金協会」という。）が改善資

金に保証を行う場合に、基金協会に対して保証料補給を行うものとする。 

 

第４条～第 16 条 （略） 

 

（延滞金） 

第 17 条 基金協会は、保証料補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 

10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

２ （略） 

 

第 18 条～第 19 条 （略） 

 

（附則） （略） 

 

（附則） 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

 

別記 

第１号様式（第８条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給依頼書 

 年 月 日 

〔以下略〕 

 

 

第２号様式（第８条関係） 

 

   年度高知県漁協経営改善資金保証料補給承認申請書 

 年 月 日 

高知県漁協経営改善資金保証料補給要綱 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（保証機関） 

第３条 県は、高知県漁業信用基金協会（以下「基金協会」という。）が改善資金に保

証を行う場合に、基金協会に対して保証料補給を行うものとする。 

 

第４条～第 16 条 （略） 

 

（延滞金） 

第 17 条 基金協会は、保証料補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 

14.5 パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

２ （略） 

 

第 18 条～第 19 条 （略） 

 

（附則） （略） 

 

 

 

 

 

別記 

第１号様式（第８条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給依頼書 

平成 年 月 日 

〔以下略〕 

 

 

第２号様式（第８条関係） 

 

平成 年度高知県漁協経営改善資金保証料補給承認申請書 

平成 年 月 日 
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高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

    年度高知県漁協経営改善資金の貸付けについて、高知県漁協経営改善資金保証

料補給要綱第８条第３項の規定により、保証料補給を受けたいので、申請します。 

〔以下略〕 

 

 

第３号様式（第９条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給承認書 

 年 月 日 

         様 

高知県知事 

 

    年 月 日付けで申請のありました高知県漁協経営改善資金の保証料補給は、

次のとおり承認します。 

〔以下略〕 

 

 

第４号様式（第 10 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証実行報告書 

 年 月 日 

〔以下略〕 

 

 

第５号様式（第 11 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給繰上償還報告書 

 年 月 日 

高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

    年 月 日付け  第  号により保証料補給承認がありましたことについ

ては、貸付金の（全部・一部）が繰上償還となりましたので、高知県漁協経営改善資金

高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

 平成 年度高知県漁協経営改善資金の貸付けについて、高知県漁協経営改善資金保証

料補給要綱第８条第３項の規定により、保証料補給を受けたいので、申請します。 

〔以下略〕 

 

 

第３号様式（第９条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給承認書 

平成 年 月 日 

         様 

高知県知事 

 

 平成 年 月 日付けで申請のありました高知県漁協経営改善資金の保証料補給は、

次のとおり承認します。 

〔以下略〕 

 

 

第４号様式（第 10 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証実行報告書 

平成 年 月 日 

〔以下略〕 

 

 

第５号様式（第 11 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給繰上償還報告書 

平成 年 月 日 

高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

 平成 年 月 日付け  第  号により保証料補給承認がありましたことについ

ては、貸付金の（全部・一部）が繰上償還となりましたので、高知県漁協経営改善資金
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保証料補給要綱第 11 条の規定により報告します。 

〔以下略〕 

 

 

第６号様式（第 13 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給金請求書 

 年 月 日 

高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

 高知県漁協経営改善資金保証料補給要綱第 13 条第１項の規定及び保証料補給契約書

第６条の規定により、   年度 半期分の保証料補給金          円を請

求します。 

〔以下略〕 

 

 

第７号様式（第 13 条関係） 

   年度 半期 

高知県漁協経営改善資金保証料補給金計算書 

〔以下略〕 

 

 

保証料補給要綱第 11 条の規定により報告します。 

〔以下略〕 

 

 

第６号様式（第 13 条関係） 

 

高知県漁協経営改善資金保証料補給金請求書 

 年 月 日 

高知県知事     様 

住 所            

保証機関名             

代表者職氏名          印 

 

 高知県漁協経営改善資金保証料補給要綱第 13 条第１項の規定及び保証料補給契約書

第６条の規定により、平成 年度 半期分の保証料補給金          円を請

求します。 

〔以下略〕 

 

 

第７号様式（第 13 条関係） 

平成 年度 半期 

高知県漁協経営改善資金保証料補給金計算書 

〔以下略〕 

 


